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様式１

琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

事業毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

１　環境に配慮した森林づくりの推進 ●：従来事業　◆：新税事業

－
〈参考〉
年間保安林指定面
積 534ha/H17

〈民有林に占める保安林面積〉
　森林の多面的機能を高度に発揮させるため、61,667haを保安
林に指定（民有林の33.4%）。

33%

　荒廃林地の復旧および予防等により県土の保全と保安林機能
の増進を図るために治山事業を実施（治山事業は保安林で実
施）。

9%

〈山地災害危険地区における治山事業着手状況〉
　山地災害危険地区数　　　 2,307箇所
　うち治山事業着手済地区数 1,149箇所
　　　　〃　　未着手地区数 1,158箇所
　山地災害危険地区における治山事業着手割合の目標達成のた
めには年間33箇所の新規着手が必要となるが、平成17年度の新
規着手地区数は19箇所であった。厳しい予算事情のなかで災害
発生箇所の復旧を優先して実施しているためである。

50%

5%

(2)人工林の特
性に配慮した
森林整備の推
進

◆①陽光差し込む健康な
　森林づくり事業
　
　・環境林整備
　・森林環境の調査研究

0ha 　環境林整備および森林環境の調査研究：平成18年度以降実施
予定

67% ★

○環境林の推進 　

0% 28%

12%

(9%) ●間伐総合対策
　・造林事業
　・治山事業
　・県営林

2,506ha

　補助造林事業としては、事業要望に対して約76％の予算しか
ないため、作業種毎に優先順位をつけ事業を実施。特に間伐は
最重点事業として優先的に実施（間伐については要望に対し
100%対応している）。

○間伐総合対策
の推進

●基盤整備の推進
　・林道事業
　・造林事業（作業道整備）
　・治山事業（保安林管理道）

86%

　H17年度の路網の基盤整備(実績)は、林道開設4,424ｍおよび
作業道開設12,804ｍであり、作業道を積極的に整備。

◆②長寿の森奨励事業 成熟期を迎える森林について、
手入れの行き届いた長伐期林に
誘導することで、水源かん養機
能の高い森林に導く。

〈参考〉　　0ha 　長寿の森奨励事業：平成18年度以降実施予定

◆③森林を育む間伐材
　利用促進事業

間伐材を搬出し、製品として活
用することで、資源の循環と二
酸化炭素の固定による地球温暖
化防止に貢献する。 1,959m3

　・地球温暖化防止対策
　　　間伐材利用拡大事業
　　　　（間伐材買取）

・間伐材の炭素貯蔵効果など環
境面で評価した価格での買い取
りへの支援 -2%

　・環境保全につなぐ
　　　間伐材製品利用促進事業
　　　（間伐材製品等普及ＰＲ）

・木の良さを体感できる場を提
供することで、森林の重要性や
木材の良さをＰＲ

(3)天然林の保
全管理の推進

◆④里山リニューアル事業 社会経済情勢の変化により利用
されず荒廃している里山を市町
が主体となって手入れし、県民
が森林に親しみ利用できる場と
する。

－ 〈参考〉　　0ha 　里山リニューアル事業：平成18年度以降実施予定

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

〈参考〉
森林病害虫等防除
事業
・防除：185ha
（獣害防止テープ
巻き等）
・駆除：805m3
（マツクイムシ枯
損木伐倒）

　森林の保全のため、野生獣（シカ、クマ）被害防除対策およ
び松くい虫被害の防除及び駆除を実施。

〔推進上の問題点〕特に、ニホンジカによる森林被害がH12年度
から急増しており、獣害全般において別途対策が必要となって
いる。

森林の多面的機能を高度に発揮
させるため保安林に指定し、山
地災害から県民の生命財産を保
全し、森林病虫獣の被害を防除
して、森林の保全に努める。

【環境に配慮した森林づくりの推進における
全般的事項】
　全体的な取り組みとしては、概ね数値目標
には達しており、効果ある対策が進んでい
る。
　その他、以下の意見があった。
・森林整備には間伐以外の保育事業もあり予
算規模の拡大も考慮すべきである。

【多面的機能を発揮させる森林管理の推進】
○保安林指定
　民有林を保安林に指定し、水源かん養や土
砂流出の防止を増やそうという方向性は適切
である。
　保安林の指定については、公益的機能を発
揮させるという目的からみて概ね妥当であ
り、現在、保安林指定面積については目標を
下回っているものの、目標年度における達成
は可能である。
　なお、保安林の指定という概念は、特定の
地域について重点的に指定するなどといった
ように何らかの優先順位をつけて行うもので
はないことから、効率性の面での評価にはな
じまない。
　その他、以下の意見があった。
・数字で表現するしかないとは言え、県民に
いちばん伝えなければいけない内容なのにわ
かりにくい。具体的にどんな効果、成果があ
るのかを伝える手段も考えていくべきであ
る。

○治山事業
　治山事業は、公益的機能を発揮させるとい
う目的からみて概ね妥当である。
しかしながら、現在、山地災害危険地区にお
ける治山事業着手割合については目標を下
回っているため、後の年度で「追いつく」可
能性を追求すべきであり、目標達成には今後
さらなる努力が必要である。

○獣害対策
　ニホンジカ等による森林被害が急増してお
り、森林の保全のための病虫獣被害の防除対
策を早急に行う必要がある。
　その他、以下の意見があった。
・人間と野生獣の共存のための総合的対策に
期待する。
・病虫獣被害全般において別途対策が必要で
あれば、関係課と調整しスムーズに森林被害
対策が進むようにすべきである。

〈参考〉
治山事業
　114箇所
　249ha

 （新規着手
 　　地区数
 　　19箇所）

●森林の保全と災害対策の推進
　・治山事業
　・森林病害虫防除事業
　・保安林適正管理（許認可）

【環境林面積】

  H15   0ha(累計)
  H21 800ha(累計)

【年間間伐実施面積】

  H15  1,920ha/年
　H21　2,600ha/年

【年間間伐材利用量】

　 H15 2,000m3/年
   H21 4,000m3/年

森林の持つ多面的機能を高度に
発揮させるため、奥地などの放
置された人工林を強度間伐し、
環境豊かで生態系に富んだ針広
混交林に導くとともに、森林環
境の調査研究により、環境を重
視した森林づくりを推進する。

（森林審議会からの評価や
外部要因の分析等を踏まえ
た県の対応方針）

【環境に配慮した森林づく
りの推進における全般的事
項】
　平成17年度から財政構造
改革プログラムにより県予
算全体の見直しを進めてお
り、予算規模の拡大は難し
い。

【多面的機能を発揮させる
森林管理の推進】
　公益的機能を発揮させる
ことが必要な森林を保安林
に順次指定するとともに、
保安林の機能が十分発揮さ
れていない森林において、
保安林機能の向上を図るた
めに治山事業を推進する。
なお、実施にあたっては、
県民の生命・財産を守るた
め災害復旧を優先的に行う
こととする。
　獣害等対策については、
森林被害を防除・駆除する
施策と並行して、平成18年
度以降、他部局と連携して
獣害対策推進プロジェクト
（ニホンジカ個体数管理・
情報の共有化・柵等による
棲み分け・地域での体制一
元化等）を推進する。
　なお、平成18年度から新
税を活用し、環境林整備事
業・長寿の森奨励事業を実
施している。
【人工林の特性に配慮した
森林整備の推進】
　限られた予算の中で森林
整備についても選択と集中
を行い、平成19年度以降も
間伐を優先的に推進する。
また、平成18年度には３機
種の高性能林業機械を導入
したところである。さら
に、今後、間伐促進マップ
を作成し手入れ不足森林の
所在を明らかにしていく。
  間伐材利用については、
公共事業等における利用促
進を関係機関に働きかける
とともに、民間における利
用拡大を図るため、新たな
需要開発等の取り組みを支
援する。
　なお、平成18年度から新
税を活用し、間伐材の買取
および活用に取り組んでお
り、平成19年度からは市町
等にも制度を拡充して間伐
材製品等の普及ＰＲに取り
組む。また、野洲養護学校
をはじめとする教育施設等
の木質・木造化や公共施設
への木製備品設置など全庁
的な取り組みを進める。

【天然林の保全管理の推
進】
　平成18年度から新税を活
用し、市町が主体となる里
山整備を支援している。ま
た、県民からの提案（H18年
6月に公募）により、埋蔵文
化財を地域資源として活か
しながら里山を整備する事
業を行う。

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

滋賀県
森林審議会
の評価等

　地球温暖化防止対策間伐材利用拡大事業（間伐材買取）およ
び　環境保全につなぐ間伐材製品利用促進事業（間伐材製品等
普及ＰＲ）：平成18年度以降に実施予定

〔推進上の問題点〕公共事業以外での間伐材利用拡大が課題で
ある。

平成１８年度実施（評価対象：H17年度事業）

【人工林の特性に配慮した森林整備の推進】
○間伐の推進
　除間伐の推進は、人工林の特性に配慮した
森林整備を進めるという目的からみて適切で
ある。除間伐を必要とする人工林の整備割合
（基本指標）の伸びは順調であり、概ね期待
した効果が上がってきている。昨年度の間伐
は順調に実施されている。
　その他、以下の意見があった。
・間伐の推進に当たっては、路網整備、対象
箇所の団地化および高性能林業機械の導入が
必要であり、その担い手として森林組合に期
待する。
・間伐に関心の低い森林所有者等に対する一
層の啓発活動の必要性や、将来の国産材需要
に備えた山の管理（除間伐）を進めるべきで
ある。

○間伐材利用
　間伐材利用などの目標達成には今以上の努
力が必要である。平成18年度の買い取り支援
事業は一定の効果を持つものと予想できる。
ただし、既存の供給の置き換えにとどまらず
最終需要をどれだけ新たに拡大したかについ
て確認しておくべきである。
　その他、以下の意見があった。
・間伐材は環境破壊にならない自給可能な環
境エネルギー源としても考えられる。

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】

取組のねらい

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H17～H21）

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況
基本指標達成度
(H17～H32)

戦略プロジェクト
における実施目標
（中期目標）

実施目標達成率
（H17～H21）

【施策目的】
森林の多面的機能を十全に発揮させるような森林整備に努
める。

【施策目的】
環境に配慮しながら木材資源の循環利用をめざす森林につ
いては、地域の実情に応じた効率的・効果的な森林整備を
推進する。また、森林の持つ多面的機能を持続的に発揮さ
せるよう整備管理していく森林へ転換する人工林について
は針広混交林へと誘導する。

121 除間伐を必要とする人工林に対す
る整備割合

   　　H15 64%
         → H21 70%
             → H32 90%

(1)多面的機能
を発揮させる
森林管理の推
進

【施策目的】
里山林については地域住民をはじめさまざまな主体による
新たな森林整備の仕組みづくりを進める。また、奥地林に
ついては自然生態系の保全につとめると共に、必要に応じ
て森林の多面的機能が高度に発揮されるよう森林整備を進
める。

111 民有林に占める保安林面積の割合
　
　　　H15 33%
　　　　 → H21 35%
　　　　　　　→ H32 38%

112 山地災害危険地区における治山事
業着手割合

　　　H15 49%
　　　　 → H21 57%
　　　　　　　→ H32 65%

路網や機械の整備による森林整
備の効率化を図りながら、手入
れ不足森林を解消を進め、公益
的機能を発揮する森林づくりを
進める。

戦

戦

戦

　計算式
　　(33.43-33)/(38-33)=8.6％

 達成率は、平成15年度を「０」、
 平成32年度を「100」として算出する。

　計算式
　　(49.8-49)/(65-49)=5.0％

　計算式
　　(67-64)/(90-64)=11.5％

　達成度：基本施策毎に単純平均
　　　　(9+5+12)/3=8.7％

 達成率は、平成15年度を「０」、
 平成21年度を「100」として算出する。

　計算式
　(2506-1920)/(2600-1920)
                  =86.2％

　計算式
　(1959-2000)/(4000-2000)
                  =-2.1％

　達成率：基本施策毎に単純平均
　　　　(0+86-2)/3=28.0％
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様式１

琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

事業毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

２　県民協働による森林づくりの推進 ●：従来事業　◆：新税事業

(1)県民の主体
的な参画の促
進

●上下流連携の森づくりや湖国のみど
りづくりの推進

　・上下流連携の森づくり
　　活動の支援
　（企業と森林組合等の連携）

琵琶湖の水源としての森林の重
要性が認識されるように、下流
の市民団体、ボランティア等と
上流の森林所有者との上下流連
携による森林づくり活動やみど
りづくりを支援する。

－ －

　以下の上下流連携の森づくりに対して支援（交流等の斡旋、
道具貸し出し）
・大滝山林組合とキリンビール㈱〈多賀町〉
　H17.6.25　H16年4月の植栽箇所下刈り　90名参加
・甲賀愛林クラブと大阪府豊中市の市民団体〈甲賀市〉
　H17.11.20 間伐・枝打ち 68名参加
・金勝生産森林組合と滋賀リコー㈱〈栗東市〉
  H17.12.10 枝打ち 16名参加、H18.3.18 枝打ち 23名参加
・淡海森林クラブとコープ滋賀
　H18.5.14の活動に向けた計画づくり

42団体

○県民が森林づ
くりに参加でき
る体制づくり

◆⑥みんなの森づくり
  活動支援事業

県民が森林づくりに積極的に参
画するための場づくりや森林づ
くり活動、組織づくりを支援す
る。

〈森林づくり活動を実践している市民団体等の数および年間延
べ活動日数〉
　活動団体数は35、年間活動延べ日数は350日

　県では、森林ボランティアの育成等（技術レベル向上や安全
のための研修会開催、活動の場の提供、道具貸し出し等）を
行った。
・　森林ボランティア指導者研修
　　(６回開催)：修了者19人

20%

　・みんなで始めよう
    　森づくり活動公募事業

・森林づくりや資源利用、森林
環境学習や人材育成など、地域
のＮＰＯ等から提案のあった活
動に対して助成

延べ 497日 　みんなで始めよう森づくり活動公募事業：平成18年度以降実
施予定

★ 146%

(12%) 　・流域森林づくり
    　委員会推進事業

0地区 　流域森林づくり委員会推進事業：平成18年度以降実施予定

0% 73%

(2)里山の整
備・利活用の
推進

－ － 　県民参加の里山づくり事業：平成18年度以降実施予定

0箇所

○県民が森林づ
くりに参加でき
る体制づくり

0%

◆⑤協働の森づくり
  の啓発事業

－ －

3,466人

○びわ湖水源の
もりの日の啓発

16%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

森林の価値や大切さ、森林づく
りへの参加、琵琶湖森林づくり
県民税の目的や使途などを広く
県民等に普及啓発することで、
森林づくりの意義や税制度の趣
旨について理解と関心を高めて
もらう。

【県民の主体的な参画の促進】
　県民参加の森林づくりは順調に進んでい
る。森林づくり活動団体数を増やすための取
り組みは、県民が主体的に森林づくりに参加
するといった目的からみて概ね妥当である。
　しかしながら、様々な形で県民に呼びかけ
実施されているものの、思っているほど広く
周知されていない。これは県民側の森林づく
りへの興味の少なさにも起因する。森林から
かけ離れた社会生活の中で、長い間につくり
あげられたものであり、意識改革はなかなか
難しいが、長期的な視点で考え、子どもの頃
からの教育などによって意識改革をし、森林
に目を向けた生活ができる県民を増やす必要
がある。
　その他、以下の意見があった。
・本施策は新税事業の占める割合が大きいが
それらをまだ実施していないため、有効性や
効率性については１年目は評価しにくい。
・今後評価する際、一定割合で増えるものと
まとめて増えるもののどちらがよいかという
観点を勘案すべきである。
・広報は関心層であってもどれだけやっても
足りないとの覚悟で進めるべきであり、その
伝達手段を検討するとともに、森林づくり活
動団体等に対しては、支援終了後も自発的な
活動ができるよう、その育成に努めてほし
い。
・ホームページを充実し、滋賀県のボラン
ティア団体が全てわかるなど滋賀県の森林・
林業施策については全てわかるようにしては
どうか。

〈びわ湖水源のもりづくり月間における森林づくりへの参加者
数〉
・市民参加の森づくり活動　15回
　　658人（各振興局単位で実施）
・淡海みどりの集い　    900人
・木と暮らすフェアー  1,800人
・林業技術交流学習会　  108人

　森林づくりに対する県民の理解を深めるため、県広報誌「滋
賀プラスワン」やテレビ番組、ホームページ等で啓発を行うと
ともに、びわ湖水源のもりづくり月間(10月)に合わせて各種の
森づくり活動を積極的に実施し、一般県民等が気軽に参加でき
る場を提供した。

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H17～H21）

【びわ湖水源のもりの日・
びわ湖水源のもりの月間の
取り組み】
　普及啓発は、若い年代等
の関心の低い層を中心に行
うこととし、森林づくり活
動以外にも、森林や森林づ
くりの大切さを理解しても
らえる啓発イベントや街頭
キャンペーン等を企画す
る。

【里山の整備・利活用の推
進】
　平成18年度から新税を活
用し、里山保全グループ等
が行う里山整備・利活用に
ついて支援している。

（森林審議会からの評価や
外部要因の分析等を踏まえ
た県の対応方針）

【県民の主体的な参画の促
進】
　当面の間は、森林づくり
に関心の低い県民の方に森
林の大切さを知っていただ
くことを重点的に進める。
例えば、鉄道広告や県政広
報誌等の様々なメディアを
用いたり、森づくり交流会
や県内各地での体験型催し
等を通じて啓発に努める。
　また、平成18年度からは
新税の使途や成果等につい
て公表する。
　さらに、今後、団体相互
の交流を行うことなどを通
じて、森林づくり団体が自
発的な活動を進める方策に
ついて検討する。具体的に
は森林づくり活動団体の
リーダーを養成する講座等
の開催を通じて自発的活動
の意識を高めてもらう。
　なお、平成18年度から新
税を活用し、ＮＰＯ等が行
う森林づくりや流域森林づ
くり委員会の設立への支援
を行っている。

滋賀県
森林審議会
の評価等

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

平成１８年度実施（評価対象：H17年度事業）

・地域の合意形成を図りながら
地域にあった森林づくりのため
に主体的に活動する組織づくり
とその運営に対して支援

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】

【施策目的】
びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間が定
着するよう様々なメディアを通じて普及啓発を行う。

(3)びわ湖水源
のもりの日・
びわ湖水源の
もりづくり月
間の取り組み 231 びわ湖水源のもりづくり月間の森

林づくりへの参加者数

  　H15 1,583人
　　　→ H21 3,000人
         → H32 13,000人

基本指標達成度
(H17～H32)

【施策目的】
県民が主体的に森林づくりに参加できるよう森林・林業の
情報提供や上下流連携による森林づくり活動を進める。ま
た、流域の森林づくりの在り方、進め方について、ひろく
県民が協働で活動できる組織の整備や活動に支援する。

【施策目的】
県民の身近に存する里山については、県民協働で行う森林
の整備保全活動に支援する。

◆⑥みんなの森づくり
  活動支援事業

　・県民参加の里山づくり事業
    （里山協定林推進事業）

221 里山整備協定林の数

     H15 0箇所
　　　→ H21 10箇所
　　　　　→ H32 40箇所

【森林づくり活動市民団体
年間延べ活動日数】

　　H15  190日/年
　　H21　400日/年

戦略プロジェクト
における実施目標
（中期目標）

211 森林づくり活動を実践している市
民団体等の数

  　H15 30団体
　  　→ H21 60団体
　　 　　　→ H32 90団体

取組のねらい

実施目標達成率
（H17～H21）

【びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもり
の月間の取り組み】
　事業の手法や事業主体について、抜本的な
見直しが必要である。すなわち、山を守ろう
と訴えてもどうやったら守れるのかが理解さ
れないので、普及啓発において、どんな森づ
くり活動が求められるか、どこで参加者を求
めているかといったことも県民に広報してい
くことが重要である。
　また、森づくりに加え、森は使ってこそ生
きると消費者に訴え「積極的に木を使おう、
木の家を建てよう、木の家具を買おう」と、
具体的に示すことが必要である。

【流域森林づくり委員会設
置数】

　　H15  ０地区
　　H21　７地区

・里山をフィールドに、計画か
ら実行まで地域が協働して取り
組む継続的な里山保全活動への
支援

戦

戦

戦

戦

戦戦戦

　計算式
　　(42-30)/(90-30)=20.0％

　計算式
　(3466-1583)/(13000-1583)=16.4％

　達成度：基本施策毎に単純平均
　　　　(20+0+16)/3=12.0％

　計算式
　(497-190)/(400-190)=146.2％

　達成率：基本施策毎に単純平均
　　　　  (146+0)/2=73.0％
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様式１

琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

事業毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

３　森林資源の循環利用の促進 ●：従来事業　◆：新税事業

(1)県産材の利
用の促進

●県産材利用の推進
　・公共施設等木造化・木質化
　　推進
　・木材利用の普及啓発事業

県産材の利用を促進するため、
公共施設等の木造化・木質化を
図り、県産材を活用した住宅の
情報発信や研修会の開催などに
よる県産材利用拡大の取組を推
進する。

－ －

〈製材需要に占める県産材の割合〉
県産材25,000m3／本県製材需要量108,000m3=23.1%（H16年度木
材需給報告書より）

　県産材の利用を推進するため、以下の取り組みを実施。
・地域材を利用したモデル的な木造施設（東近江市山上小学校
交流施設１棟）の整備を支援した。
・一般県民を対象に、木と暮らすフェアや地域材での家づくり
講習会等を実施し、県産材利用の意義について普及啓発した。

311 製材需要に占める県産材の割合

　　　H15 19%
　　　　→ H21 24%
　　　　　　→ H32 32%

23%
○産地証明で進
める県産材の利
用

●林業・木材産業の振興対策
　・林業・木材産業振興施設整備
　・林業関係資金

木材加工・流通体制の整備合理
化を推進するために、需給情報
の提供や供給拠点づくりの取組
を促進する。

－ －

　林業・木材産業等の振興対策として以下の取り組みを実施。
・森林空間利用施設（高島市　コテージ、便所各１棟）および
自然エネルギー利活用施設（多賀町大滝山林組合:ペレット製造
機１台、作業用建物兼保管倉庫１棟）の整備等を支援した。
・林業・木材産業の経営改善のための設備資金や事業の合理化
を図るための運転資金の貸付を行った。

31%

◆⑦未来へつなぐ木の
  良さ体感事業

木の温もりや良さを体感する機
会を県民に提供することで、滋
賀の風土にあった地域の木を積
極的に使うことを啓発する。

★★

　・木の香る淡海の家推進事業 ・木材の地産地消の普及啓発を
進めるため、県内産柱材を住ま
い手に一戸当たり最高１００本
無償提供する。 － 〈参考〉　39棟 39%

H17年度　39棟実施

（本事業はH16年度からモデル的に開始した。H16年度実績　41
棟）

(31%) 　・木の学習机整備事業 ・小中学校に木の学習机を導入
することで、子どもに対して森
林の大切さや木の良さを普及啓
発する。 3,744セット

　H17年度においてもモデル的に実施し、182セットが導入され
た。
（H12年度からの累計3,744セット）

8%

・「（仮称）びわ湖材」
　　産地証明事業

14%
〈県産材産地証明割合〉
H17年度産地証明された素材量3,593.2m3／県産材製材量（素
材）25,000m3=14.4%

70% 　平成17年度は県産材産地証明制度を試行した（本格実施は平
成18年度以降実施の予定）。

(2)森林資源の
有効な利用の
促進

◆⑦未来へつなぐ木の
  良さ体感事業

　・森の資源研究開発事業

・森林資源や森林空間を利活用
した試験研究を行うとともに、
研究開発を行う企業、研究機
関、ＮＰＯ、市町等を支援 － 〈参考〉　0団体 　森の資源研究開発事業：平成18年度以降実施予定

○森林の新たな
活用と研究の推
進

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

・輸送に伴う二酸化炭素の排出
を低減するなどの地球温暖化防
止の観点から、当面、間伐材を
中心とした県産材の産地を明確
にし、消費者に供給する。

【県産材の利用の促進】

○県産材利用の推進、林業・木材産業の振興
対策
　県産材の利用促進は地道な活動のもとに少
しずつ進んできており、本対策は地産地消に
よる県産材の利用促進といった目的からみて
概ね妥当であるが、さらに効率的となるよう
事業手法等を検討する必要がある。なお、現
在、県産材の利用拡大には十分つながってい
ないが、改善を加えることにより目標年度に
おける達成は可能である。
　しかしながら、木材の量的安定供給や強
度・乾燥等の品質確保などの点において、未
だ山側の意識と川下の意識との間にはかなり
のギャップがあり、その差を埋めることも今
後の課題である。
　また、本県の素材生産量や製材需要量は、
全国的には低位であり、一層の木材需要拡大
と素材生産・木材加工の実行体制の確保に努
められたい。森林部門に関係する箇所だけで
なく、教育委員会など他機関との連携を密に
するとともに、より一層の利用促進に向けて
努力することが必要である。
　その他、以下の意見があった。
・多くの消費者にとって、滋賀の林家は遠い
存在であり、この距離感を埋めることも考え
ていってほしい。森林づくりの参加者は、手
弁当でわざわざその距離を縮めにきてくれて
いる強い味方である。
・製材需要に占める県産材の割合を増やすこ
とは、県産材の消費という観点からだけでな
く、ＣＯ2削減に向けた取り組みとしても重要
で、近隣の府県と連携した広域な供給圏を設
定することも必要である。

○未来へつなぐ木の良さ体感事業
　本施策は県産材の利用拡大に適切な事業と
いえる。木の学習机は非常に優れたものであ
り、数値目標を高く掲げ一人でも多くの児童
生徒が利用できるよう、特に都市部での利用
に配慮されたい。また、子どもたちへのそれ
を利用する意味を伝え、理解させる事業も併
せて考えられたい。
　しかしながら、木の香る淡海の家推進事業
（柱材提供）については、今後一層の拡大が
必要である。広報効果もあり、利用したいと
いう県民も増えているが、木材の供給状況や
事業年度をまたぐことが困難などといった原
因により、申込や柱材提供時期に制約が生じ
たため、断念されている方も多いという現状
がある。
　また、提供木材の質も一部に問題視されて
いる。目先の利用だけでなく、県産材を利用
してよかったと県民が思える取組みにしない
と、長期的な利用促進につながらない。
　産地証明についてはびわ湖材の良さ（利用
者側のメリット）をアピールできないと、い
くら産地証明をしても消費者は買わず、需要
も拡大しない。県民にわかりやすい具体的な
面をアピールしていくことが必要である。
　その他、以下の意見があった。
・将来的に森林組合が森林認証の取得を目指
して頑張ってもらいたい。

【県産材の学習机累積導入
数】(H12からの累計）

　 H15  2,700ｾｯﾄ
   H21 16,200ｾｯﾄ

【県産材産地証明割合】

　　H15 －％
　　H21 20％

平成１８年度実施（評価対象：H17年度事業）

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】 基本指標達成度
(H17～H32)

【施策目的】
森林資源の環境に配慮した新しい利用や有効な活用のため
の調査研究・技術開発に支援する。

【施策目的】
住宅建築や公共事業などへの県産材の利用拡大のための仕
組みづくりに取り組み、地産地消を進める。

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H17～H21）

実施目標達成率
（H17～H21）

滋賀県
森林審議会
の評価等

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

戦略プロジェクト
における実施目標
（中期目標）

取組のねらい

【県産材の利用の促進】
　森林組合等を中心とした
県産材の安定供給体制づく
りを支援するとともに、各
方面の公共施設整備や家づ
くり等の民間の分野で県産
材利用が促進されるよう、
使い方に応じた取り組みを
検討する。
　県産柱材の提供について
は、より多く利用されるよ
う、関係者等の意見を聞
き、課題解決に向けて制度
の見直しを図る。
　産地証明制度について
は、関係者が知恵を出し合
い、消費者にとってメリッ
トが明らかになるようなし
くみについて検討を進め
る。
　なお、平成18年度から新
税を活用し、木の香る淡海
の家推進事業・木の学習机
整備・びわ湖材産地証明事
業を本格実施している。ま
た平成19年度から、木の香
る淡海の家推進事業につい
ては、応募機会を増やすほ
か、耐震補強にかかる支援
を追加するなど制度の拡充
を行う。

（森林審議会からの評価や
外部要因の分析等を踏まえ
た県の対応方針）

【森林資源の有効な利用の
促進】
　平成18年度から新税を活
用し、企業や団体等が行う
森林資源の新たな利活用に
かかる研究開発を支援して
いる。

戦

戦

戦

戦戦戦

　計算式
　　(23-19)/(32-19)=30.8％

　達成度：基本施策毎に単純平均
　　　　31/1 = 31.0％

　計算式
　(3744-2700)/(16200-2700)=7.7％

　計算式
　  (14-0)/(20-0)=70.0％

　達成率：基本施策毎に単純平均
　　　　(8+70)/2=39.0％
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琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

事業毎

上段：実績
下段：達成率

基本施策単位
（平均）

４　次代の森林を支える人づくりの推進 ●：従来事業　◆：新税事業

(1)森林所有者
等の意欲の高
揚

●森林・林業の担い手確保育成
　・林業普及指導事業
  ・林業後継者育成
      および林業労働力対策
  ・林業技術研修

森林整備に意欲ある森林所有者
や林業従事者を確保するため、
森林整備情報や技術情報の提
供、就業相談、森林管理技術の
研修等に取り組む。

49%

〈60歳以下の作業員の占める割合〉
森林作業員478人のうち、60歳以下は235人である。

31集落 33%

　林業従事者の就労環境の改善対策、林業労働災害の防止対
策、林業事業体の育成指導や担い手育成のための研修等を実施
した。

8%

(2)森林組合の
活性化

★★★

○森林を育む担
い手づくり

●森林組合の活性化
　・森林組合の育成・強化

14組合

48%

(52%)

30% 21%

95%

(3)森林環境学
習の推進

◆⑧森林環境学習
　「やまのこ」事業

子どもや大人を対象とする森林
環境学習（生涯学習含む）をす
すめ、次代の森林づくりを支え
る人を育てる。 1箇所

○森林環境学習
の推進

0%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

【森林環境学習の推進】
　県内の小学生が森林環境
学習を行う体制をつくる。
平成19年度からは、学校教
育の一環として、森林環境
学習「やまのこ」事業に取
り組む。本事業では、小学
校４年生を対象に、森林体
験交流施設やその周辺の森
林を使った体験型の学習を
展開し、子どもたちが体験
を通して森林のしくみなど
を学ぶこととする。

【森林所有者等の意欲の高揚】
　基本指標の「地域の森林づくりを推進する
集落数」は目標達成可能なペースで増える
等、本取り組みは順調に推移しており、高く
評価できる。
　しかしながら、現時点において、少なくと
も、木材の安定供給や品質確保などといった
点については、森林所有者を含め林業従事者
の意識と川下との意識のギャップを埋めるこ
とが必要である。
　現在、林業従事者の高齢化は加速度的に進
んでおり、10～15年後には大きな減少が予想
されることから、世代を超えた後継者づくり
と技能を継承するため、当面は人材の養成を
図りつつ、今まで以上に事業量を確保し、就
労環境を改善することが望まれる。
　また、林業従事者の労働環境の改善だけで
なく、製材所、流通業者、工務店等が一体と
なり、消費者動向について情報を共有する必
要がある。

【森林組合の活性化】
　１県１森林組合を目指す方針は順調に推移
しており、高く評価できる。また、合併等に
より中核組合が育ってきていると評価する
が、さらに県内の森林組合が全て中核組合と
なるように合併等を促進すべきである。
　その他、以下の意見があった。
・今後の課題として木材の供給体制について
早急に対応することが必要である。もっと危
機感をもって納期時期に対応したり、木材の
質の向上を図るべきである。県は指導助言な
どを行うべきではないか。

〈森林組合の受託契約に占める長期契約の割合〉
長期（5年以上）に渡る施業の契約者数1,425人／H17年度全契約
者数2,960人=48.1%
　
〈森林組合数〉
H16年度に１件、H17年度に２件の合併が行われ、現在14組合と
なっている。

　県森連が森林組合を育成・強化するために行う指導への助
成、森林組合が行う森林整備や素材生産に対する資金面での助
成等を実施した。

実施目標達成率
（H17～H21）

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

戦略プロジェクト
における実施目標
（中期目標）

【森林環境学習の推進】
　森林環境学習については更なる促進が望ま
れる。これには時間とフィールドが必要であ
り、繰り返し学習することが重要である。
　その他、以下の意見があった。
・県内全小学生が環境保全を意識して学び、
直接自然に触れる体験を通して思いやる心を
育み、豊かな人間形成の基礎を培うことを期
待する。
・もっと生活に密着した形の教育として、森
林に関わる機会を日常に数多くつくることも
大切ではないか。

平成１８年度実施（評価対象：H17年度事業）

基本指標達成度
(H17～H32)

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H17～H21）

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】

【施策目的】
県民に森林の多面的機能についての理解と関心を深め、森
林づくりへの参加意欲の高揚に努める。

【施策目的】
森林所有者・林業従事者が生き生きと森林づくりに取り組
めるよう森林整備情報の提供や技術指導に努める。

【施策目的】
森林組合が地域の森林経営の中核的な担い手としての役割
を果たせるよう、組織体制の充実と人材の育成に対して支
援する。

411 地域の森林づくりを推進する
    集落数

　　H15 25集落
       → H21 75集落
　　　　　→ H32 100集落

421 受託契約に占める長期にわたる契
約の割合

　　　H15 10%
        → H21 20%
            → H32 50%

滋賀県
森林審議会
の評価等

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

【森林環境学習の指導員が
常駐する施設数】

　　H15　１箇所
　　H21　10箇所

取組のねらい

森林環境学習として以下の取り組みを実施。
・おうみ・森っこスクール
  　33校66回  延べ3,195人参加
・森林環境教育指導者セミナー
　　４回　延べ69人参加
・森林環境学習モデルプログラムや指導者等をホームページに
て紹介。

　森林環境学習「やまのこ」事業：平成18年度以降実施予定

森林組合改革プランで目指す中
核組合を基本に１県１組合をめ
ざすとともに、林業労働力確保
支援センターと連携し、森林整
備の担い手となる人材の育成に
努める。

【60歳以下の作業員の占め
る割合】

　　H15　46％
　　H21　55％

【森林組合数】

　　H15　17組合
　　H21　７組合

【森林組合の活性化】
　森林組合の自立経営に向
けた合併等の諸改革に対し
て、引き続き必要な指導助
言および支援に努める。ま
た、森林組合が施業集約
化・提案型の森林づくりを
進める体制づくりを支援す
る。

【森林所有者等の意欲の高
揚】
　集落会議等を通じて森林
所有者等に森林整備のため
の情報提供を行うととも
に、森林組合が進める施業
集約化・提案型の森林づく
り（森林組合が森林所有者
に向けて積極的に提案しな
がら集約的に施業を進め、
木材生産を行うしくみ）を
支援することで、森林所有
者の森林整備と木材生産に
対する意欲を高めていただ
く。
　様々な研修機会を設ける
など、林業従事者の就労環
境の改善に努める。

（森林審議会からの評価や
外部要因の分析等を踏まえ
た県の対応方針）戦

戦

戦

戦戦戦

　計算式
　(31-25)/(100-25)=8.0％

　計算式
    (48-10)/(50-10)=95.0％

　達成度：基本施策毎に単純平均
　　　　(8+95)/2 = 51.5％

　計算式
　 (49-46)/(55-46)=33.3％

　計算式
  　(14-17)/(7-17)=30.3％

　計算式
　  (1-1)/(10-1)=0.0％

　達成率：基本施策毎に単純平均
　　　(33+30+0)/3=21.0％


